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鳥取県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
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鳥取県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

鳥取県職員安全衛生管理規程（昭和56年鳥取県訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄

中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条

とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び別表の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応す

る次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び別表の表示並びに追加条を除く。以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動別表」という。）に対応する次の表の改

正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動後別表」という。）が存在する場合には、当該移動別

表を当該移動後別表とし、移動別表に対応する移動後別表が存在しない場合には、当該移動別表を削る。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章～第３章 略 第１章～第３章 略

第４章 雑則（第35条・第36条） 第４章 雑則（第35条）

附則 附則

（定義） （定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県 (２) 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県

規則第13号。以下「組織規則」という。）第２条 規則第13号。以下「組織規則」という。）第２条

第２項に規定する本庁（総務部行財政改革局自治 第２項に規定する本庁（総務部自治研修所、生活

研修所、生活環境部衛生環境研究所、生活環境部 環境部衛生環境研究所、生活環境部消費生活セン

消費生活センター、農林水産部農業大学校及び農 ター、農林水産部農業大学校及び農林水産部和牛

林水産部農林総合研究所を除く。）、鳥取県出納 全共室を除く。）、鳥取県出納局設置規則（昭和

局設置規則（昭和49年鳥取県規則第54号）第１条 49年鳥取県規則第54号）第１条に規定する出納局

に規定する出納局及び労働委員会事務局をいう。 及び労働委員会事務局をいう。

(３) 略 (３) 略

(４) 地方機関等 地方機関、総務部行財政改革局 (４) 地方機関等 地方機関、総務部自治研修所、

自治研修所、生活環境部衛生環境研究所、生活環 生活環境部衛生環境研究所、生活環境部消費生活

境部消費生活センター、農林水産部農業大学校及 センター、農林水産部農業大学校及び農林水産部

び農林水産部農林総合研究所をいう。 和牛全共室をいう。

(５) 略 (５) 略



（総括安全衛生管理者） （総括安全衛生管理者）

第５条 本庁及び別表に掲げる地方機関に、法第10条 第５条 本庁及び別表第１に掲げる地方機関に、法第

第１項に規定する業務を行わせるため、総括安全衛 10条第１項に規定する業務を行わせるため、総括安

生管理者を置く。 全衛生管理者を置く。

２ 略 ２ 略

（安全管理者） （安全管理者）

第６条 別表に掲げる地方機関に、法第11条第１項に 第６条 別表第１に掲げる地方機関に、法第11条第１

規定する業務を行わせるため、安全管理者を置く。 項に規定する業務を行わせるため、安全管理者を置

く。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（衛生管理者） （衛生管理者）

第７条 略 第７条 略

２ 衛生管理者は、本庁にあっては行財政改革局福利 ２ 衛生管理者は、本庁にあっては福利厚生室長が本

厚生室長（以下「福利厚生室長」という。）が本庁 庁の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあ

の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあっ っては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指

ては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指名 名した者をもって充てる。

した者をもって充てる。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（産業医） （産業医）

第９条 略 第９条 略

２ 産業医は、福利厚生室長が指名した者をもって充 ２ 産業医は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、

てる。 それぞれ同表の下に定める者とする。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（総合委員会の組織） （総合委員会の組織）

第12条 略 第12条 略

２ 略 ２ 略

３ 会長は総務部長の職にある者を、健康管理責任者 ３ 会長は総務部長の職にある者を、健康管理責任者

は福利厚生室長の職にある者を、施設管理責任者は は福利厚生室長の職にある者を、施設管理責任者は

総務課長の職にある者を、その他の委員は会長が職 管財課長の職にある者を、その他の委員は会長が職

員のうちから指名した者をもって充てる。この場合 員のうちから指名した者をもって充てる。この場合

において、会長は、委員の半数は職員団体の推薦を において、会長は、委員の半数は職員団体の推薦を

受けた者から指名するものとする。 受けた者から指名するものとする。

４ 略 ４ 略

（職域委員会） （職域委員会）

第15条 略 第15条 略

２ 別表に掲げる地方機関に、法第17条第１項各号及 ２ 別表第１に掲げる地方機関に、法第17条第１項各

び法第18条第１項各号に掲げる事項を調査審議さ 号及び法第18条第１項各号に掲げる事項を調査審議

せ、知事に意見を述べさせるため、安全衛生委員会 させ、知事に意見を述べさせるため、安全衛生委員

を置く。 会を置く。



３ 略 ３ 略

４ 第12条第１項、第３項及び第４項、第13条並びに ４ 第12条第１項、第３項及び第４項、第13条並びに

前条の規定は、第１項の衛生委員会及び前２項の安 前条の規定は、第１項の衛生委員会及び前２項の安

全衛生委員会について準用する。この場合におい 全衛生委員会について準用する。この場合におい

て、第12条第１項中「12人」とあるのは「10人」 て、第12条第１項中「12人」とあるのは「10人」

と、同条第３項中「総務部長の職にある者を、健康 と、同条第３項中「総務部長の職にある者を、健康

管理責任者は福利厚生室長の職にある者を、施設管 管理責任者は福利厚生室長の職にある者を、施設管

理責任者は総務課長の職にある者を、その他の」と 理責任者は管財課長の職にある者を、その他の」と

あるのは、「福利厚生室長又は地方機関等の長 あるのは、「福利厚生室長又は地方機関等の長

を、」と読み替えるものとする。 を、」と読み替えるものとする。

（事後措置） （事後措置）

第29条 所属長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区 第29条 総務部長は、次の表の左欄に掲げる健康管理

分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄に 区分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄

定める措置をとるものとする。 に定める措置をとるものとする。

略 略

第４章 雑則 第４章 雑則

（準用規定）

第35条 知事は、他の任命権者から所属職員に係る安

全及び健康の確保に関する事務について要請を受け

た場合には、当該職員を第２条第１号の職員とみな

してこの訓令を準用することができる。

（委任） （委任）

第36条 略 第35条 略

別表（第５条、第６条、第15条関係） 略 別表第１（第５条、第６条、第15条関係） 略

別表第２（第９条関係）

区分 産業医

１ 本庁、東京事務所、大阪 福利厚生室長が

事務所及び名古屋事務所 指名する医師

２ 鳥取市、岩美郡及び八頭 鳥取保健所長の

郡の区域内に置かれた地方 職にある者

機関等

３ 倉吉市及び東伯郡の区域 倉吉保健所長の

内に置かれた地方機関等 職にある者

４ 米子市、境港市及び西伯 米子保健所長の

郡の区域内に置かれた地方 職にある者

機関等（総合療育センター

を除く。）

５ 日野郡の区域内に置かれ 日野保健所長の

た地方機関 職にある者



６ 総合療育センター 総合療育センタ

ー院長が医師で

ある所属職員の

うちから指名す

る者

附 則

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。


